
会議の名称

出  席  者

世田谷区公契約条例に基づく労働報酬下限額の改定について 財務部

（仮称）終活支援センターの開設について 保健福祉政策部

備　　考

所  管  課
(会議録作成所管)

区長、中村副区長、清水副区長、松村副区長、教育長、技監、政策経営部長

会　議　録
令和７年１２月１２日開催政策会議

開催日時
令和７年１２月１２日（金曜日）午前９時から
　　　　　　　　　　　　　　　午前１０時００分まで

政策経営部　政策企画課

審議概要 1

【意見等】
　令和７年１１月２７日付で世田谷区公契約適正化員会より提出された「２０２６（令和８）年度
労働報酬下限額に関する意見書」に基づき、労働報酬下限額を決定する旨の説明があった。

【審議結果】
 　付議事案を了承とする。

審議概要 2

【意見等】
・区民が終末期への不安を解消し、自分らしい人生の締めくくり方を主体的に選択し、誰もが安心
して暮らせる地域社会の実現のため、（仮称）終活支援センターを開設する旨の説明があった。
・遺言作成に向けた資産確認に関する質問に対し、金銭管理手続き支援等の選択サービスを利用す
るにあたり必要となる公正証書遺言については、同センターにて作成支援を行う旨の回答があっ
た。
・終活情報登録事業に関しては、個人情報の取扱いに十分配慮した保管等を検討するよう意見が
あった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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